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保護者 様 

郡山市教育委員会教育長 小野 義明 
郡山市立安積中学校長  佐久間一晃 

 
   夏季休業中におけるタブレット端末の家庭への持ち帰りの実施について 
 
保護者の皆様には、日頃より、本校の教育活動に対し、深いご理解とご協力をいただき心より

感謝を申し上げます。 
さて、本市におきましては、1人１台のタブレット端末整備に伴い、昨年度より、長期休業中を

含めた家庭への日常的な持ち帰りによる家庭学習の充実を推進しております。 
つきましては、持ち帰りについて、保護者の皆様には、趣旨をご理解いただき、ご協力くださ

いますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 目 的 
   学校で貸し出すタブレット端末（iPad）は、学習活動のために使うことが目的です。学 

習活動に関わること以外には使用しないようお願いします。 
 

２ 持ち帰り期日  令和５年 ７月２０日（木）から８月２４日（木） 
           ※タブレット端末（付属品を含む）を８月２５日（金）に学校へ持って 

きてください。 
 
３ ご家庭においては、次の内容についてご協力をお願いします。 
（１） Wi-Fi 環境が整っている場合は、ご家庭の Wi-Fi 環境を利用させていただけますようお

願いいたします。なお、Wi-Fi 接続がわからない場合は「タブレット端末の Wi-Fi への接
続マニュアル（別紙）」をご覧ください。 

（２） タブレット端末の充電について、家庭の電源利用のご協力をお願いいたします。また、
iPad 専用の充電器がなければ、学校の充電器を貸出しますので、充電をお願いします。 

  ※ iPad 専用充電器以外の充電について、破損をした場合は補償対象外になります。 
（３） タブレット端末については、インターネット接続ができない時間帯を設定しています。 

【小学校・義務教育学校前期課程】２１：００～翌６：００ 

【中学校・義務教育学校後期課程】２３：００～翌６：００ 

（４） タブレット端末（付属品を含む）については、家の人の目の届くところで保管をお願い

します。 

（５） お子さんの健康面について、部屋の明るさや姿勢、使用時間の配慮をお願いします。 
（６） タブレット端末の故障や破損、盗難があった場合は、速やかに学校に連絡ください。 
（７） 本市においては、今年度５月３日（水）より、児童生徒に貸与しているタブレット端末

の休日対応窓口として、郡山市 GIGA スクール運営支援センター休日 ICT ヘルプデスクを
開設しておりますのでご利用ください。 
※ 破損等の修理依頼、問合せ内容によっては、対応にお時間をいただくことがあります。 

 
４ その他                                
（１） 不明な点につきましては、下記担当者までご連絡をお願いいたします。 
 
 
 

（担当者 中澤 正英 電話番号９４５－１４８９） 


